
別紙 ４

 

1回目の催告 2回目以降の催告(再催告)
R06.12ﾊﾞｯﾁ処理分
R07.01ﾊﾞｯﾁ処理分

R07.06 R07.02ﾊﾞｯﾁ処理分 R06.11ﾊﾞｯﾁ処理以前全て 210

R07.07 R07.03ﾊﾞｯﾁ処理分 － 13

R07.08 R07.04ﾊﾞｯﾁ処理分 － 4

R07.09 R07.05ﾊﾞｯﾁ処理分 R05.09～R07.02ﾊﾞｯﾁ処理分 71

R07.10 R07.06ﾊﾞｯﾁ処理分 － 8

R07.11 R07.07ﾊﾞｯﾁ処理分 － 14

R07.12 R07.08ﾊﾞｯﾁ処理分 R07.05ﾊﾞｯﾁ処理以前分全て 198

R08.01 R07.09ﾊﾞｯﾁ処理分 － 7

R08.02 R07.10ﾊﾞｯﾁ処理分 － 11

R08.03 R07.11ﾊﾞｯﾁ処理分 R06.03～R07.08ﾊﾞｯﾁ処理分 57

(計 610)

●当初請求の履行期限から２ヶ月を経過しても履行されない債務者に催告を行う。

（参考）

●催告を行ってもなお履行されない債務者に対し、返還金債権の発生から２年間は３ヶ月毎、
　 ２年を経過した債権は６ヶ月毎に再催告を行う。

令和７年度 催告月毎の対象者

対象者
年月

R07.05 17

昨年度同月
催告数

－


